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嘉織 保健所山形県置賜

平成29年度施術所立入検査の実施について
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（通知）
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このことについて、柔道整復師法（昭和45年4月14日法律第19号）第21条第1

項の規定により、下記のとおり立入検査を実施しますので、御協力くださるようお願いし

ます。

なお、やむを得ない事情（管理者の不在等）により下記の日程で不都合がある場合は、

あらかじめ担当までその旨御連絡ください。

記 1

日 時
一

平成29年9月15 日 （金） 午後1時から午後5時の間
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検査事項：柔道整復師法及びその他関係法令に規定する構造設備、管理状況等2

その他：当日の所要時間は状況にもよりますが、概ね15分程度です。3
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山形県置賜保健所保健企画課

電話: 0238-22-3872
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